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平成 29 年 4 月 （令和 8 年 3 月　改定）

令和 8 年度 令和 17

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

鳥取県八頭郡智頭町

水道事業

計 画 期 間 ：

4

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 43.29

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 2,550

　口径別・従量料金制（逓増制）を採用しており、基本料金は小・中・大口径のすべてに設定し、基本水量は
小口径を10㎥に設定しています。資産維持費については考慮していません。

　　　　　　　○智頭町水道事業の設置等に関する条例（昭和43年3月6日条例第6号）

～

管 路 延 長

1.15

供 用 開 始 年 月 日 昭和32年3月8日

水 源

智頭町水道事業経営戦略

事業の現況

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

3

計 画 給 水 人 口 5,010

現 在 給 水 人 口 2,157法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

全部適用

㎥／日

　現在の組織体制は課長1名（税務住民課長兼務）、課長補佐1名、副主幹2名で水道事業全般を行っています。
　現在の業務分担は水道事業の総括、技術に関すること、設計等は課長補佐、日常の経理、事務等を副主幹が行っています。

平成12年4月1日

28.23 千ｍ

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

水道課 課長(※) 参事 課長補佐 主幹 副主幹 主任 主事 現業職員 合計

職員数 1 0 1 0 2 0 0 0 4

※税務住民課長と兼任



（２） これまでの主な経営健全化の取組

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策として
は、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

水需要の予測

　国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」）の試算によると、本町の人口は令和8年度から令和17年度までの10年間で、20％程度減
少することが見込まれているため、この試算による比率で給水人口も減少すると仮定すると、令和6年度では2,157人でしたが、令和17年度では
1,653人まで減少し、令和37年度では919人にまで減少すると予想されます。
　本町では、平成27年8月策定（令和6年12月改訂）の「智頭町総合戦略」において、令和22年（2040年)の目標人口を5,000人と定めて、合計特
殊出生率の工場や社会移動の差をゼロ、Uターン施策や移住施策を積極的に実施して、町民個々が活気に満ちた誇りあるまちづくりを継続す
ることが可能となる「幸せな減少」を目指しています。本経営戦略では、社人研の試算を基礎としていますが、智頭町人口ビジョンの試算を基礎
とした場合は、給水人口が予測値より増加する可能性があります。

　水道メーター検針業務については、民間に委託することで業務の効率化を図っています。また、クラウド型遠隔監視システムの導入により、
水質変動・水位変動・機器の状態等のデータ収集・保存を行い、異常事態にはすぐさま警報が通知されることで、巡回監視の軽減や
24時間体制の迅速な対応が可能となり、業務の効率化ができています。
　また、各種の研修会等にも積極的に参加することで、職員のスキルアップにも努めています。

給水人口の予測

　令和7年度に策定・公表した「令和6年度経営比較分析表」を添付しています。
この経営比較分析表は経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や類似団体との比較等々、複数の指標を組み合わせ
た分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することができます。

　水道事業の整備は概成しており、新規加入者の増加を見込むことは難しい状況にあります。今後は給水人口の減少に伴う、有収水量の減
少が予想されます。令和6年度では有収水量は232千㎥でしたが、給水人口の減少に伴い、令和17年度では178千㎥まで減少し、令和37年度
では99千㎥にまで減少すると予想されます。
　今後も漏水調査修理等により、有収率を向上させることが重要であると考えます。

経営指標 R6 全国平均 類似団体 説明 計算式 経営指標の解説

経常収支比率 123.63% 107.26% 105.82% 全国平均及び類似団体と比較して高
い水準にある。

（営業収益＋営業外収益）
÷（営業費用＋営業外費用）×100

給水収益や一般会計からの繰入金等の収益
で、維持管理費や支払利息等の費用をどの
程度賄われているかを示す。

料金回収率 103.55% 97.59% 77.46% 全国平均及び類似団体と比較して高
い水準にある。

供給単価÷給水原価×100 料金回収率が100％を下回っている場合、給
水にかかる費用が水道料金による収入以外
に他の収入で賄われていることを示す。

営業収支比率 81.64% 97.75% 71.50% 全国平均と比較すると低いが、類似
団体と比較すると高い水準にある。

（営業収益－受託工事収益）
÷（営業費用‐受託工事費用）×100

収益性を測るための指標。営業費用が営業
収益によってどの程度賄われているかを示
す。

自己資本構成比率 92.14% 73.22% 67.63% 全国平均及び類似団体と比較して高
い水準にある。

（資本金＋剰余金＋評価差額等＋
繰延収益）÷負債資本合計×100

総資本（負債及び資本）に占める資本金等の
割合を示す。

流動比率 861.39% 239.69% 294.89% 全国平均及び類似団体と比較して高
い水準にある。

流動資産÷流動負債×100 短期債務に対する支払能力を表す。

●営業収支比率、自己資本構成比率の全国平均、類似団体の値は「令和5年度水道事業経営指標　総務省」から引用



（３）

（４）

３．経営の基本方針

料金収入の見通し

　料金収入は、令和2年度の60,535千円と比較すると、令和6年度では55,966千円まで減少しています。（約7.5％減）
　今後も減少が続くと予想され、令和17年度には42,889千円まで減少し、令和37年度では23,845千円まで減少すると予想されます。
　このため、料金改定を検討したいところですが、現在の給水料金は県内平均、全国平均を大きく上回っているため、受益者の理解を得ること
は難しいと思われます。
　これらのことから、経常収支の不足が予想される部分は、一般会計からの繰入金等での補填が必要となることが予測されるため、財政部局と
連携をとりながら適切な対応を行っていきます。

　水道課で水道事業を管理・運営していますが、水道事業に従事する職員は4名体制です。簡易水道事業との兼任となるため、広域での対応
が求められます。
　しかし、財政上人員の補強は難しく、人件費を減少させる手立ても見込めませんが、サービスの低下を招かないように、技術の適正な継承を
行い、将来を見据えて人材の育成、効率化にも取り組んでおり、水道技術管理者の有資格者も2名体制にできました。
　今後も令和6年度と同様の体制で運営を行う予定です。

組織の見通し

　【経営の基本方針】
安全で安心な水の安定供給を少ない投資で効果的に行う

　昭和31年度給水開始以降、第1次拡張、第2次拡張を行い、現在に至っていますが、経営の将来予測をした場合、給水人口の減少による減
収のため、より一層厳しい経営状況となることが予測されます。しかし、安全・安心・低廉な水の安定供給が求められる水道を維持するために
は、老朽管の更新や老朽施設の更新・改良、漏水・赤水対策並びに耐震化等様々な課題をクリアしなければなりません。
　そのためには財源の確保が必要となりますが、本町の水道料金は鳥取県内において高水準にあり、水道利用者への過度な負担増を避ける
ためにも、水道料金の改定は行わないで、計画期間内の経常損益の黒字を維持するともに、現行サービス水準の維持を目標とする考えです。
　ただし、令和7年度には企業債の償還を終えるため、新たな企業債の発行による財源の確保も検討しながら、消火栓等に要する経費や公共
施設における無償給水に要する経費等、性質上一般会計で負担すべき経費については、今後は一般会計からの繰入れを実施して、その分を
更新投資に充てたいと考えています。
　また、水道事業は住民の生命に関わる重要な社会資本であるため、安定的かつ継続的な経営が維持されることが必要であり、一定の内部留
保資金を確保することが求められています。
　本経営戦略ではこれらのほか、ＫＰＩ（重要経営指標）を設定し、その推移に着目しながら、ＰＤＣＡサイクルに基づいた継続的な経営改善を
図っていく方針であり、そのためには、経営基盤強化、計画的な事業経営が求められます。
　このため、関係機関等と連携を密にして、無駄のない老朽管の更新を行い、基幹管路の耐震化の向上、未納料金の回収率向上、工事コスト
の節減、有収率の向上を、計画的かつ合理的に行うことに努めます。

年度 R6 R8(計画) R17(計画) R27(計画) R37(計画)

職員数 4 4 4 4 4

KPI
（重要経営指標）

R6
決算

R12
目標

R17
目標

経常収支比率 123.6% 105.0% 100.0%

料金回収率 103.6% 85.0% 75.0%



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

目 標

　安定した給水を行うために耐用年数を迎えた老朽管の更新等を適宜行い、その他の施設についても可能な
限り修繕や長寿命化対策を行い急激な更新投資の増大を防ぎます。このため固定資産減価償却率、
管路経年化率、管路更新率において類似団体平均を下回らないような更新投資を継続的に実施します。
　また、経常収支の均衡を保ちながら水道施設や管路の健全性を維持します。

目 標
　計画期間中の水道料金の改定は計画しておらず、水道設備の更新については国庫補助金等を利用する
などして財源を確保し、収支の均衡を図っていく方針です。今後耐用年数の到来した施設・設備の更新投資が
必要となるため建設改良費の財源として、新たに企業債を発行することも検討します。

②　収支計画のうち財源についての説明

　令和6年度の投資に関する経営指標は、有形固定資産減価償却率は全国平均及び同規模団体を上回る水準となっており、
施設の老朽化が進んでいることが読み取れます。一方で、管路経年化率は全国平均及び同規模団体を下回る水準であり、
耐用年数を超過した水道管の比率は低いと言えます。そのため、管路更新率は全国平均及び類似団体と比較して低い水準にあります。
　今後は水道施設に対し、耐震化を含めた取替更新等の対応が必要である他、類似団体においても経営戦略の策定やアセットマネジメントの
実施により、更新投資が進むことが予想されるため、現行の水準を上回る投資が必要であると考えております。
　直近5年間（令和2年度から令和6年度）で約66,000千円の更新投資等を実施しており、平均すると1年あたり13,200千円となります。
　計画期間においては、28,761千円／年の更新投資等を予定しており、10年間で約2.9億円を計画しています。

　企業債については令和7年度に完済予定であり、令和10年度から新たに償還が始まる予定です。
　老朽化した配水地や建物、老朽管等が更新の時期を迎えることから、本町においても計画期間において、年間約28,761千円程度の投資を
計画しています。
　水道の建設は一般的に短期間に集中的な投資が必要であり、また水道事業はその事業の効果が長期にわたるため、
建設改良費の財源として企業債を充当することで、世代間の衡平を図ることが適当です。したがって企業債の発行はその償還に際して、
将来世代に過剰な負担を強いることの無いように、適正な水準で企業債を発行して必要な投資を実施していく計画です。
　また、消火栓等に要する経費や公共施設における無償給水に要する経費等、性質上一般会計で負担すべきものについては、
受益者負担の原則からも一般会計からの繰入を財政部局と協議検討します。

　（財源の考え方）
　【収益的収入】
　・料金収入……………「２(３)料金収入の見通し」のとおり
　・その他営業収益……直近5年間の平均値を設定
　・他会計補助金………職員給与費の一部を設定
　・その他営業外収益…直近5年間の平均値を設定

　【資本的収入】
　・国庫補助金…………建設改良費の１／３を充当
　・企業債………………建設改良費の１／２を充当（10万円未満切捨）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

　・職員給与費…………全職員の平均給与額を基準に賃金上昇率を考慮して設定
　・動力費………………令和6年度決算値を基準に物価上昇率及び水量の減少を考慮して設定
　・修繕費………………直近5年間の平均値を基準に物価上昇率を考慮して設定
　・委託料………………直近5年間の平均値を基準に物価上昇率を考慮して設定
　・その他………………予算科目ごとに決算値、平均値等の基準を設定し、物価上昇率、水量の減少の設定を個別に検討し推計

※物価上昇率、賃金上昇率については、「中長期の経済財政に関する試算（内閣府）」を参考に設定

経営指標 R6 全国平均 同規模

有形固定資産減価償却率 64.3% 52.0% 53.5%

管路経年化比率 15.9% 25.4% 22.0%

管路更新率 0.0% 0.6% 0.3%

●全国平均、同規模団体の値は令和5年度決算分



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

繰 入 金

　今後、必要に応じて民間の資金・ノウハウ等の活用これらの可能性について検討していきます。

　施設・設備の長寿命化や投資の平準化については、投資計画に折り込み済です。
　しかし、経営目標の達成にはさらなる更新投資の削減も必要であることから、個別の更新投資の
実施に際しては長寿命化が可能かどうか慎重に検討します。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

　毎年度、適切な進捗管理を行うことと、5年後を目安に見直しを行うことによりPDCAサイクルを効果
的にまわして、本経営戦略の事後検証、点検を行います。
　従来から経営分析で用いられている「経営の健全性」「経営の効率性」「老朽化の状況」の視点に基
づく各種指標の動向にも留意します。
　毎年度、決算額と計画額との比較検証を行い、必要に応じて外部有識者、技術者の協力を仰ぎ、計
画の更新を行います。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　施設利用率は高いとはいえず、施設等のダウンサイジングも検討していますが、
今後人口減少により、施設利用率はさらに低くなる可能性があることから、引き続き検討していく
必要があると考えています。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　類似団体と比較して有収率は高いといえないため、急激なスペックダウンは更なる有収率の低下を
引き起こすことに留意します。しかし、経営目標の達成にはさらなる更新投資の削減も必要である
ことから、個別の工事ごとにスペックダウンは可能かどうかを慎重に検討します。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

　従来よりクラウド型監視システムを導入して、管末水質管理の経費削減に取り組んでおり、
遠隔監視による巡回業務の削減等を通じて、サービスの質を落とすことなく、人件費や経費の削減
に努めています。また現在、各会計で個々に契約している検査業務を、水道・簡易水道・特定環境
保全公共下水道・農業集落排水施設の各事業で一括発注することで、委託費の削減につなげることを
検討しています。
　動力費については施設・設備の廃止や統廃合（ダウンサイジング）による、供給量に見合う
施設サイズの検討を通じて、動力費も減少させていくことを検討しています。また今後電力自由化
による電力費の削減も検討する必要があります。
　また、補助金制度を活用し、テレメータ等の計装設備を積極的に更新し、管理コストの軽減を図りま
す。

　今後耐用年数の到来した施設・設備等について、多額の更新投資が予想されるため、投資資金の
財源として、経常収支の均衡を図りながら、新たな企業債を発行することも検討していきます。

　人口減少に伴う料金収入の減少や、多額の更新投資がなされることに伴う減価償却費の増加の
影響で、収益的収支がマイナスになることが予想されるため、サービス維持のための必要最低限の
繰入金が必要であると考えます。
　消火栓に要する経費や、公共施設における無償給水に要する経費等について、料金収入で賄うこと
は受益者負担の見地からも好ましくないため、今後は基準内の繰入金を積極的に活用して財源の確
保に努めます。

　鳥取県で広域化に関する協議会を通じて検討していきます。
　広域化には他団体との連携が必要であることから、協議会を通じて情報交換を随時実施し、
動向を注視します。

広 域 化

　本町の水道料金は県内において高水準にあり、水道利用者への過度な負担増を避けるため、
現状の水道料金の改定は考えていませんが、5年後のローリングにより、料金収入が現状見込みを
下回ることがあれば、料金体系の改定の必要性についても検討しなければならないと考えます。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　現在、資金が3.8億円程あり、うち年間2.0億円程について、1年ものの定期預金による運用が
なされています。資金繰りに問題がない現状を踏まえると、より長期の定期預金や国公債等、
より高い利回りを期待できる効率的な資金運用についても検討する必要があると考えています。

そ の 他 の 取 組 特にありません。

企 業 債



経営比較分析表（令和6年度決算）
鳥取県　智頭町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

法適用 水道事業 末端給水事業 A9 非設置 6,129 224.70 27.28 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

　老朽管更新、耐震化、老朽施設更新には多額の
費用がかかるため、自己財源のみではなく、企業
債、補助金、繰入金等を十分に考慮し、令和４年
度策定の基本計画（短期更新計画）を基に経営に
負担をかけないよう、バランスの取れた更新を
行っていく。

1,073.13 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 92.14 35.65 3,850 2,157

全体総括

2.01

 経常収支比率は昨年度と比較して減少しており、
類似団体平均や全国平均より少し高い数値となっ
ている。予定外の支出がなければ累積欠損金もな
く例年は黒字であり、収入と支出のバランスは取
れていると思われる。
　短期の支払能力についても、ここ数年は増加傾
向にあり、今年度も昨年度同様に高く、類似団体
と比較しても十分な支払能力を持っている。
　負債については、平成１６年頃から償還のみで
あったため、起債残高はほぼないが、アセットマ
ネジメントに基づく工事を開始したため今後の動
向に傾注する。
　給水原価については、類似団体平均値より低い
額となっている。
　有収率については、毎年漏水を発見し、対処は
いているものの、期待した数値にはほど遠く、近
年は横ばい傾向にある。来年度に漏水調査を行
い、修理することで漏水を減少させ、有収率を向
上させていきたい。

2. 老朽化の状況について

　近年は老朽管更新工事を実施していないため
年々経年化率が増加している。
　令和４年度策定の基本計画（短期更新計画）を
基に令和６年度から順次、老朽管更新工事を発注
していく予定としていたが、令和６年度は重要給
水施設への配水管整備を行った。令和７年度から
老朽管の管路更新を行い、耐震化に対応していく
予定。

2. 老朽化の状況

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.38 0.51 0.35 0.31 0.41

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

130.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 106.22 115.58 105.94 126.29 123.63

平均値 114.22 108.19 106.93 109.12 105.82

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 56.67 59.23 61.86 64.22 64.29

平均値 53.25 53.40 52.14 53.49 51.79

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 14.84 15.94 15.94 15.94 15.94

平均値 23.02 21.86 21.01 21.96 23.12

①経常収支比率(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 22.71 6.17 20.41 19.42 19.85

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 2,372.47 2,782.43 4,976.32 4,382.13 861.39

平均値 381.07 367.40 345.42 315.60 294.89
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R02 R03 R04 R05 R06

当該値 27.62 16.84 8.08 3.15 46.07

平均値 556.47 564.99 631.39 625.11 602.79

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 104.70 119.51 106.97 109.64 103.55

平均値 78.67 80.56 76.55 77.74 77.46

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 214.82 196.59 221.25 216.21 233.07

平均値 257.95 260.87 269.25 274.94 290.03

37.00

38.00

39.00

40.00

41.00

42.00

43.00

44.00

45.00

46.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 40.28 44.54 45.00 43.39 43.31

平均値 39.94 40.19 41.14 41.02 43.22

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 71.79 61.45 59.55 60.17 57.53

平均値 69.41 71.52 70.42 69.90 70.16

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】

【89.21】【60.21】【181.66】【97.59】

【52.41】 【26.78】 【0.59】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 56,175 59,922 53,754 52,509 51,263 50,018 48,798 47,683 46,567 45,452 44,336 43,220
(1) 55,966 59,678 53,423 52,178 50,932 49,687 48,467 47,352 46,236 45,121 44,005 42,889
(2) (B)
(3) 209 244 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331
２． 29,798 25,734 23,048 21,677 22,022 22,108 20,397 20,637 20,905 21,175 21,440 21,713
(1) 13,702 13,727 12,888 13,069 13,239 13,398 13,545 13,680 13,817 13,955 14,095 14,236

13,702 13,727 12,888 13,069 13,239 13,398 13,545 13,680 13,817 13,955 14,095 14,236

(2) 15,497 11,594 9,749 8,197 8,372 8,299 6,441 6,546 6,677 6,809 6,934 7,066
(3) 599 413 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411

(C) 85,973 85,656 76,802 74,186 73,285 72,126 69,195 68,320 67,472 66,627 65,776 64,933
１． 68,808 81,074 70,272 64,832 62,664 61,846 62,377 60,591 60,964 61,573 62,061 61,987
(1) 21,106 21,408 19,333 19,604 19,858 20,096 20,317 20,521 20,726 20,933 21,143 21,354

10,893 11,021 9,511 9,644 9,769 9,886 9,995 10,095 10,196 10,298 10,401 10,505

10,213 10,387 9,822 9,960 10,089 10,210 10,322 10,426 10,530 10,635 10,742 10,849
(2) 16,866 29,733 24,048 24,126 24,204 24,280 24,359 24,453 24,543 24,634 24,724 24,813

5,557 7,034 5,535 5,460 5,383 5,304 5,226 5,157 5,085 5,012 4,937 4,860
3,177 9,774 6,388 6,452 6,516 6,581 6,647 6,714 6,781 6,849 6,917 6,986

35 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40
8,132 12,890 12,088 12,177 12,267 12,357 12,448 12,543 12,638 12,733 12,830 12,927

(3) 30,836 29,933 26,891 21,102 18,602 17,470 17,701 15,617 15,695 16,006 16,194 15,820
２． 732 1,197 1,128 1,427 1,750 2,058 2,361 2,648 2,919 3,173 3,409 2,946
(1) 52 417 425 724 1,047 1,355 1,658 1,945 2,216 2,470 2,706 2,924
(2) 680 780 703 703 703 703 703 703 703 703 703 22

(D) 69,540 82,271 71,400 66,259 64,414 63,904 64,738 63,239 63,883 64,746 65,470 64,933
(E) 16,433 3,385 5,402 7,927 8,871 8,222 4,457 5,081 3,589 1,881 306
(F)
(G)
(H)

16,433 3,385 5,402 7,927 8,871 8,222 4,457 5,081 3,589 1,881 306
(I) 340,004 343,390 348,792 356,719 365,590 373,812 378,268 383,349 386,938 388,819 389,125 389,125
(J) 392,189 406,894 425,261 443,709 459,172 472,934 483,746 492,830 499,515 503,884 505,929 505,639

7,543 8,255 8,255 8,255 8,255 8,255 8,255 8,255 8,255 8,255 8,255 8,255
(K) 45,530 41,421 42,161 43,595 43,797 44,662 44,985 45,894 46,717 47,540 48,352 49,144

802 1,280 1,302 1,957 2,690 3,441 4,208 4,993 5,796 6,618

39,815 39,815 39,815 39,815 39,815 39,815 39,815 39,815 39,815 39,815 39,815 39,815
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 56,175 59,922 53,754 52,509 51,263 50,018 48,798 47,683 46,567 45,452 44,336 43,220

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和8年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 25,000 13,000 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300

２．

３．

４．

５．

６． 9,136 8,580 9,491 9,491 9,491 9,491 9,491 9,491 9,491 9,491 9,491

７．

８． 301

９．

(A) 34,437 21,580 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791

(B)

(C) 34,437 21,580 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791 23,791

１． 51,209 3,969 28,761 28,761 28,761 28,761 28,761 28,761 28,761 28,761 28,761 28,761

２． 1,035 783 1,280 1,302 1,957 2,690 3,441 4,208 4,993 5,796

３．

４．

５．

(D) 52,244 4,752 28,761 28,761 30,041 30,063 30,718 31,451 32,202 32,969 33,754 34,557

(E) 17,807 4,752 7,181 4,970 6,250 6,272 6,927 7,660 8,411 9,178 9,963 10,766

１． 13,152 4,391 5,597 3,218 4,498 4,520 5,175 5,908 6,659 7,426 8,211 9,014

２．

３．

４． 4,655 361 1,584 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752 1,752

(F) 17,807 4,752 7,181 4,970 6,250 6,272 6,927 7,660 8,411 9,178 9,963 10,766

(G)

(H) 25,783 25,000 38,000 52,300 65,320 78,318 90,661 102,271 113,131 123,223 132,530 141,034

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

13,702 13,727 12,888 13,069 13,239 13,398 13,545 13,680 13,817 13,955 14,095 14,236

13,702 13,727 12,888 13,069 13,239 13,398 13,545 13,680 13,817 13,955 14,095 14,236

13,702 13,727 12,888 13,069 13,239 13,398 13,545 13,680 13,817 13,955 14,095 14,236

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和8年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度


